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令和７年度第３回和光市子ども・子育て支援会議 
開催日時：令和 8 年 2 月 19 日（木） 

14：00～16：15 
場  所：和光市役所 6 階 603 会議室 

１．会議次第 
1. 開会 
１．議題 

⑴ こどもの権利に関するアンケート調査結果（速報値）について（報告） 
⑵ こどもの権利条例の骨子案たたき台について（審議） 
⑶ 令和７年度第１回和光市子ども・子育て支援会議施設認可部会に付された事項に対する審議

結果について（報告） 
⑷ 保育提供体制の確保のための実施計画について（審議） 
⑸ 令和７年度第１回和光市子ども・子育て支援会議基準検討・児童福祉部会に報告された事項

について（報告） 
⑹ その他 

３．その他 
 

２．会議資料 
１．配布資料 

（１）令和７年度第３回和光市子ども・子育て支援会議 次第 
（２）【資料１】こどもの権利に関するアンケート調査報告（速報値） 
（３）【資料２】（仮称）和光市こどもの権利条例骨子案たたき台 
（４）【資料３】こどもの権利条例他自治体例 
（５）【資料４】令和７年度第１回和光市子ども・子育て支援会議施設認可部会に付された

事項に対する審議結果について（報告） 
（６）【資料４-２】私立保育所の認定こども園化に伴う確認について 
（７）【資料５-１】保育提供体制の確保のための実施計画（市町村全域） 
（８）【資料５-２】保育提供体制の確保のための実施計画（保育提供区域） 
（９）【資料５-３】保育需要と提供体制における課題 
（１０）【資料６】保育提供体制の確保のための実施計画について 
（１１）【資料７】令和７年度第１回和光市子ども・子育て支援会議基準検討・児童福祉部    

会に報告された事項について（報告） 
（１２）【資料８】保育所や幼稚園等における虐待事案の公表様式 
（１３）【資料９】和光市子ども・子育て支援会議の体系 
（１４）【当日配付】第２期こども・若者部会公募チラシ 

２．当日お持ちいただく資料 
和光市こども計画 
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出 席 委 員 事 務 局 

会長     森田 明美 子どもあんしん部長             平川 京子 
副会長    汐見 和恵  子どもあんしん部次長兼保育施設課長      上原 健二 
       田中 幸乃 子ども家庭支援課長             飯田 真子 
       伊東 優子 子ども家庭支援課課長補佐          富澤 崇 
       中野 文人 子ども家庭支援課子ども施策担当統括主査   渡邉 美緒 
       大川 朋寛 子ども家庭支援課児童相談担当統括主査    吉田 崚悟 
       百武 君代 子ども家庭支援課子ども施策担当主事     奥村 北斗 
       柳原 和歌子 ネウボラ課長                堀江 和美 
       木村 美香 ネウボラ課課長補佐             杉浦 由美子 

野川 希代子 保育サポート課長              徳倉 義幸 
中 智美 保育サポート課課長補佐           田村 尚子 
酒井 智弘（オンライン） 保育サポート課保育センター所長       沢田 潤子 

       保育サポート課入所相談担当統括主査     渡辺 拓也 
        保育サポート課施設給付担当統括主査     舘野 優子 
        保育施設課課長補佐             山本 享兵 
 保育施設課副主幹              吉村 知子 
 保育施設課副主幹              柳田 弘喜 

欠 席 委 員 
田川 幸子、南平 愛、竹内 大、新井 友希乃、田中 光子、新井 悦子、大澤 絵里、天野 文 

傍 聴 者 
３名 
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３．会議録 
記 

 
事務局（子ども家庭支援課 富澤課長補佐） 

本日の資料の確認をさせていただきます。お手元にご準備ください。 
（資料の確認） 

   それでは本日はご多用のところ お集まりいただきましてありがとうございます。 
   ただいまより令和 7 年度第３回和光市子ども・子育て支援会議を開会いたします。 
   会議開催前に、子ども家庭支援課飯田よりご挨拶申し上げます。 
    
事務局（子ども家庭支援課 飯田課長） 

   皆様こんにちは。子ども家庭支援課飯田です。 
   本日はご多忙の中、本会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

子どもあんしん部長平川と次長上原は、本日から和光市議会令和 8 年 3 月定例会が開会され、現
在本会議に出席しているため、終了次第こちらに参る予定です。ご了承のほどよろしくお願いいたし
ます。 

さて、 3 月定例会では、令和 8 年度施政方針を柴﨑市長が述べました。その中で、（仮称）和光市
こどもの権利条例の令和 10 年度施行に向け、こども・若者の審議会への参画やワークショップなど
で意見聴取し，当事者の意見を条例に反映してまいります、と発言いたしました。また、こども・若
者の居場所づくりや子育てと仕事の両立支援についても触れております。 

また、こども・若者の居場所づくりや子育てと仕事の両立支援についても触れております。 
令和 8 年度から始まる指定管理期間に伴い、よりこどもの人権を保障する児童館、学童クラブ及

びわこうっこクラブの運営、中高生の企画・発案を応援する新たな事業も予定しております。 
   過日、森田会長が顧問でいらっしゃる「地方自治と子ども政策全国自治体シンポジウム 2025 三芳

町」が開催され、全体会で「こどもも地域も幸せに和光市の子どもの権利を保障するまちづくりを目
指して」と題し、現在までの本会議を含めた活動報告を部長が行ってまいりました。これからも皆様
の議論や様々な先進自治体も参考に、令和 10 年度施行を目指して、独自の和光市こどもの権利条例
を制定していきたいと考えています。 

   本日も盛りだくさん議題がございます。 
ぜひ皆様から忌憚のないご意見、ご議論をいただきながら、こどもまんなか和光へ向けて一緒に進

んでまいりたく、何卒よろしくお願いいたします 
 
事務局（子ども家庭支援課 富澤課長補佐） 

ありがとうございました。 
本会議は和光市子ども・子育て支援会議条例第 4 条の規定に基づき、委員 20 名以内で組織するこ

ととなっております。 
令和 7 年 11 月 30 日付で、条例第 4 条第６号に掲げる「こども福祉に関する市内の公共団体等を



4 

代表する者」でありました山西委員が、和光市民生委員・児童委員協議会の主任児童委員代表委員を
辞任されたことにより退任となりまして、令和 7 年 12 月 1 日より田中光子委員が委嘱をされており
ますので、報告させていただきます。 

それでは、和光市子ども子育て支援会議条例第７条の規定に基づき、議長を森田会長にお願いした
いと思います。 

森田会長、よろしくお願いいたします。 

 
森田会長 

   皆さんこんにちは。 
   先ほどお話がありましたように、「地方自治と子ども政策全国自治体シンポジウム」を三芳町で開

催されました。三芳町は和光市よりも小さな町ですが、こども参加型の町をつくろうとされていま
す。様々な埼玉県下の自治体も参加されましたので、こども施策をこどもの権利の視点で開いてい
く、そのような取り組みを皆でしようということを共有したところです。 

この会議ですが、今期最後ということになりますけれども、たくさんの議題があります。皆さんに
もご協力いただきながら、皆さんの発言を十分に受け止めて、行いたいと思っていますので、どうぞ
よろしく今日はお願いしたいと思います。 

それでは、只今より令和 7 年度第 3 回和光市子ども子育て支援会議を開催いたします。和光市子
ども子育て支援会議条例第 7 条第 2 項に規定する会議の開催要件として、委員の過半数の出席が必
要になります。本日の参加状況について、事務局の方から報告をお願いたします。 

 
事務局（子ども家庭支援課 富澤課長補佐） 

本日は委員 20 名のうちオンライン参加の方も含めまして、12 名のご出席をいただいております。 
欠席は田川委員、南平委員、新井友希乃委員、竹内委員、田中光子委員、新井悦子委員、大澤委員、

天野委員となっております。 
 
森田会長 

ありがとうございました。 
開催要件の過半数を超えていますので、会議は成立しています。また、今回初めてオンライン参加

の方がいらっしゃいます。これにつきましては、できる限り対面で実施をしたいということは変わっ
ておりませんけれども、今回少し欠席の方が多く、可能な限り皆さんのご意見が出せる会議にしたい
とのことで、急遽このオンラインでのご参加となりますけれども、ご承認いただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。オンラインでご参加の方も積極的なご参加をお願いしたいと思いま
す。 

議事録署名人ですけれども、中野委員と木村委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた
します。 

傍聴者の方に申し上げます。本日配布している資料につきましては、会議終了後に回収させていた
だきますので、ご了承お願いいたします。 
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   それでは会議を始めたいと思います。 
   本日の議題は 

⑴ こどもの権利に関するアンケート調査結果（速報値）について（報告） 
⑵ こどもの権利条例の骨子案たたき台について（審議） 
⑶ 令和７年度第１回和光市子ども・子育て支援会議施設認可部会に付された事項に対する審議結

果について（報告） 
⑷ 保育提供体制の確保のための実施計画について（審議） 
⑸ 令和７年度第１回和光市子ども・子育て支援会議基準検討・児童福祉部会に報告された事項に

ついて（報告） 
⑹ その他 

となっております。 
 まずは議題⑴こどもの権利に関するアンケート調査結果（速報値）について（報告）を事務局より
お願いいたします。 
 

事務局（子ども家庭支援課 富澤課長補佐） 

議題⑴こどもの権利に関するアンケート調査結果（速報値）についてご報告させていただきます。
【資料１】をご確認ください。 

今回の実施にあたりましては、市内の小中学校、高校から多大なご協力を賜りまして、誠にありが
とうございました。御礼申し上げます。 

まず調査の趣旨概要等について説明をさせていただきます。この調査は、和光市こどもの権利条例
の令和 9 年制定、令和 10 年施行を目指し、こどもたちのこどもの権利に関する意識の把握とその
周知理解の促進を目的として調査を実施いたしました。調査対象は、市内在住・在学の小学生、中学
生、高校生相当の児童・生徒となっております。調査の方法につきましては、②調査方法にあります
ように、ウェブアンケート方式による実施という形を取りました。市内の小中学校につきましては、
各学校に協力依頼を行い、学校の時間の中でタブレットを用いて回答していただく時間を設けてい
ただきました。調査期間は令和 7 年 12 月 10 日から令和 8 年 1 月 13 日まで、約 1 ヶ月間実施をし
ました。回収数につきましては、小学校低学年で 1,782 件、小学校高学年で 1,763 件、中学生 1,423
件、高校生相当 879 件、合わせて 5,846 件で、約 6,000 件の回答いただいています。 

調査に関しては基本的には同一の主旨の設問を学年と学年の習熟度に合わせて分けて実施をして
おりまして、基本的に聞いている内容は同一になるような調査を行っています。 

具体的な調査の内容について、次の 4 ページ目から説明をさせていただきます。 
問 4 の設問「あなたの周りの大人はあなたの気持ちや意見を聞いてくれますか？」 に対しまして、

小学校 1 年生から 3 年生、小学校４年生から６年生、中学生、高校生相当まで ４つの調査におい
てどのような回答がなされたのかをお示しさせていただいております。「聞いてくれている」「どちら
かといえば聞いてくれている」と回答する児童がいずれの調査においても多い一方で、「聞いてくれ
ない」と回答する児童が小学校の低学年においては 2%、高校生調査においても 1.3%と、「聞いてく
れていない」「どちらかといえば聞いてくれていない」と感じる児童がいるという調査結果になって
います。 

続きまして、設問 5「あなたは、あなたの周りの人の気持ちや意見を聞いていますか？」につきま
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しては、調査の結果概ね 95%で、いずれの調査におきましても「聞いている」「どちらかといえば聞
いている」と回答している一方で、「どちらかと聞いていない」「聞いていない」と回答する児童につ
きましても、2.6%から 5%で分布をしているという状況になっています。 

一つの傾向としては、そこまで大きな数字の顕著な差ではございませんが、「聞いている」「どちら
かといえば聞いている」という回答する児童の割合が、学年が上がるにつれて増えていくという傾向
になっています。 

続きまして、設問６「あなたは自分のことが好きですか？」ついては、顕著な傾向がございます。
まず「好き」と回答する児童については、小学校低学年が 48.7%に対しまして、高校生相当が 24 .3%
となっており、学年が上がるにつれて減少していくという傾向になっています。 

一方で、「好き」「まあまあ好き」とポジティブな回答をする児童につきましては、小学校低学年は
高い傾向にございますが、小学校高学年、中学生、高校生相当については概ね 70%から 75%で推移
をしており、同等の数字になっています。 

続きまして、設問７「あなたは和光市のことが好きですか？」ついては、先ほどの設問６と同様の
傾向が見て取れます。 

小学校低学年に関しましては 77.7%が「好き」と回答しているのに対して、高校生相当は 25.9%が
「好き」と回答する一方で、「好き」「まあまあ好き」を合わせたポジティブな回答につきましては、
小学校低学年に高い傾向がございますが、小学校高学年、中学生、高校生相当については大体同程度
の数字となっております。 

続きまして、設問８「あなたはこどもの権利について知っていますか？」の設問につきましては、
「学んだことがある」「言葉は聞いたことがある」「知らない」で回答をいただいています。「学んだ
ことがある」につきましては、小学校低学年から高学年、中学生と学年が上がるにつれ、その回答が
増えています。 

高校生になると、「学んだことがある」と回答する児童の割合は下がりますが「学んだことがある」
「言葉は聞いたことがある」とこどもの権利という言葉は知っていると回答する児童の割合は一番
高くなっているという状況です。 

次の設問は「こどもの権利について、和光市において特に大切にしてほしいと思うものを教えてく
ださい」（複数回答可）となっています。 

こちらが項目として提示する「こどもの権利」について、どれが和光市において大切だと思うかを
回答いただいた調査です。9 ページが小学校低学年調査になりまして、こちらは基本的に回答の率が
高かったものを順番に並べています。一番回答が多かったのは「安全に安心して暮らす」で、80.1%
の児童が大切であると回答しています。時間がかかるので、全て読み上げることはできませんが、順
番に５番目まで紹介しますと、「差別をされない」「思い切り遊んだり楽しんだりできる」「自分らし
く健康に暮らせる」「心や身体が疲れたときに休むことができる」、これらが大事であると回答する一
方で、「安全に安心して暮らす」を除くと、「差別されない」から下位の「地域の活動やまちづくりに
参加する」まで 71%から 53%までおよそ 1%刻みで数字が推移しておりますので、順位を示してお
りますが、そこまで大きな差はみられない結果になっています。 

10 ページ目は小学校高学年に対して同様の設問をしたものとなっております。こちら全体の傾向
は小学校高学年から「いじめられない」ことに対する意識が高く出ていることです。 

同様に、11 ページの中学生調査ですが、こちらも「いじめられない」が大事であると回答する児
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童が、小学校低学年調査と比べて順位として高くなっているという傾向があります。 
高校生相当調査については、「いじめられない」は少し順位を下げ、「プライバシーが守られる」

等が順位として高く出てきている傾向にあります。 
13 ページは全ての調査を合わせ、パーセンテージで示している図となっています。 
続きまして 15 ページが「あなたやあなたの周りで守られていないと思うこの権利」について同

様の項目で調査を行った結果です。小学校低学年調査におきましては、「あらゆる暴言、暴力が守ら
れる」が一番守られていないと感じ、次いで「差別されない」「いじめられない」「安全に安心して暮
らせる」「失敗が許される」権利が強く守られていないと感じている傾向が出ています。 

小学校高学年調査におきましても、同様に「暴言、暴力から守られる」「差別されない」「いじめ
られない」「プライバシーが守られる」といった傾向となっています。 

また、中学生調査も見ていただいた通りの数字になっています。 
高校生調査において「こどもにとって最善の利益を考え決定する」「失敗が許される」権利があま

り守られていないと感じるこどもの割合が高くなっています。 
21 ページからは自由記述となっています。「こどもの権利についてあなたの思うことや考えを聞

かせください」という設問に対し、非常に多くの回答をいただいています。1,000 件以上の自由回答
を頂いた中で一個一個読み上げると時間が足りませんので、お目通しいただければと思いますが、
多くの意見として、「この調査でこどもの権利があるということを知った」「こどもの権利を大切に
しなければいけないという認識を持った」という意見や、「この権利はこどもだけではなく、大人に
もちゃんと理解をしてもらわなければいけない権利だと思う」とこども権利の普及促進啓発を求め
るもの、「いじめが身の回りで起きており、それに関してどうすればいいか」「相談できる場所が欲し
い」等、こどもの普段の生活の中の困りごとに対する意見も多くいただいています。 

学年が上がってきますと、自分のことや自分の身の回りのことだけではなく、社会全体に対して
の意見が見受けられます。例えば 25 ページの一番上段、「LGBTQ の理解をもっと広げてほしい」
「障害があるこどもについても、変わらないありのままの暮らしが送れるようにしてほしい」等の
意見がありました。 

本当に多くの意見をいただいていますので、お時間があるときにお目通しください。 
今回、アンケートを事前に送付させていただいた中で、委員の方から事前の資料に対してのご意

見をいただいていますので、ここで読み上げをさせていただきます。今回のアンケート調査の回収
率が高く、実施方法に工夫が感じられる。自由記述を見ると、アンケートの実施自体がこどもの権利
の啓発になっていると感じる。自由記述の中にこどもにとって最善の利益を決定するという項目が、
結局大人が決めてしまうのだと理解したと思われる記述があり、こどもの権利について学習を深め
る必要性を感じた。自由記述に権利の侵害を体験した記述が複数あり、このことをきちんと受け止
めなければならないと感じた。 

問４で約 95％が気持ちの意見を聞いてくれていると感じる一方で、19 ページに守られていない
子供の権利については 18.6％が自分の気持ちや意見を聞いてもらえると挙げている。聞いてもらえ
る場面は多いけれども、聞いてもらえなかった経験をしていると、0 か 100 かではない経験を重ね
ていると推測をされたというご意見を頂いております。 

併せてご質問といたしまして、回答内容をどう受け取るかが大切になると思う。分析方法に何か
アイデアがあったら教えていただきたいとの質問と、自由記述の中にアプリを開発することによっ
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てと記載がありますが、アンケートに連動して何かアプリを使用したかとご質問を頂いております。 
この質問についてお答えさせていただきます。 まず１点目、回答内容をどう受け取るかが大切に

なると思う、分析方法に何かアイデアがあったら教えていただきたいとのことですが、おっしゃると
おりです。 

今回、単純集計の数字を記載させていただいておりまして、そこから何を読み取れるのか、あるい
はクロス集計をかけた時にどのようなことがわかるのかに関しましては、本日はご欠席をされてお
りますが、国立保健医療科学院の大澤委員が「情報の分析及び統計に関し学識経験のある者」として
本会議にご参加をいただいておりますので、ご意見ご助言をいただきながら、精度を上げていきたい
と考えております。現在はあくまで速報値としてお示しさせていただいております。 

２点目のアンケートに連動してアプリを使用したかとのご質問ですが、アプリは特段使っておら
ず、市の電子申請を用いて、タブレット等を通して回答していただき、集計をしております。 

ご質問に対する回答は以上です。併せて私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたしま
す。 

 
森田会長 

ありがとうございました。 
アンケートについてご感想があると思いますので、少し時間を取らせていただいて、これについて

の意見交換をいたします。 
まず木村委員、学校で丁寧にこどもたちにアンケートについてご説明いただいて、こどもたちの協

力を求めてくださいました。アンケートは一つのこどもたちの意見表明のとても大事な手段です。し
かしながらこどもたちはたくさんのアンケート調査をこのタブレットを通じて実施してきていると
も聞いております。 

その中で今回のアンケートは自分たちの権利をこの学校の中で具体化していくための大事な調査
であるということ、これを先生方がおそらくいろいろな形でお伝えくださり、この調査の回答の数と
を集めることができたのではないかと思います。 

実施するにあたり何かエピソードや、やり方等について少しご発言いただけませんでしょうか。 
 

木村委員 

 本町小学校の木村です。 
今回 2 学期末から 3 学期の初めの調査期間だったところで、期間的にはそれなりにあるように見

えますが、その間に冬休みを挟んでいるので、結構タイトなスケジュールでのアンケートでした。 
また、学級閉鎖のクラスがあったり、6 年生が受験で長期に休んでいる子がいたりなどもあったの

で、小学校のクラスで実施したにしては、回収率がそこまで高くなくなってしまったと思います。 
そこにはそのような事情もあり、クラスの約 3 分の 1 がいないクラスもあったりした中の調査で

した。 
  併せて、この期間に他にも学校で依頼されていたアンケートがありました。本校でも三つぐらいの
アンケート、具体的には自分の学校でのアンケート、いじめアンケートなど、そのようなことが重な
ってしまったこともありました。 
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こどもたちの中で、人間関係のアンケートといじめのアンケートなども取った直後だったので、そ
のようなことが大事なものと、もしかしたら少し印象が強く出てしまった部分もあるのではないか
とは少し感じています。 

ですので、時期であったり、他に学んだ直後であったり、他のアンケートと被ってしまうところで、
もしかしたら違う時期にやったら少し違う結果が出るのではないかと思っています。 ただ、こども
たちが自由記述で、すごく考えた内容がたくさん書いてあるので、このアンケートを取ることが、こ
どもたちにとってこどもの権利に目を向けるという貴重な機会になったのだろうなと、実感をして
おります。 

 
森田会長 

ありがとうございました。 
大澤委員は研究者としてのいろいろな専門的知見がありますので、このアンケート調査結果を分

析していただきたいと思っております。 
このアンケートは職員の方たちが手作業で作っております。あとでお話しいただきますけども、こ

ども・若者部会でも意見をもらい、実際にいくつかのところを調整していただいて、その上でアンケ
ート調査を実施するところまで辿り着いています。 

結果につきましても当事者であるこどもや若者たちの意見をもらいながら分析することをやって
います。そのような意味では手作り感満載の調査ですが、だからこそこどもたちや、若者たちが感じ
ていることをこのアンケートで集めたい、そしてそれをできるだけ、条例に反映させたいという強い
願いを持っているわけですので、一緒にこの条例を作っていくスタートとして、これが学校の方でも
皆さん共有していただけるといいなと思っています。 

大変な時期にお願いしてしまいましたけれども、これだけの協力が得られて、そしてたくさんのこ
どもたちからメッセージが来ていますので、それを受け取ることができたというのは良かったなと
思っております。 

いかがでしょうか。何か感想とかご意見とかありませんでしょうか。 
   （酒井委員が挙手） 

  酒井委員どうぞ。 
 
酒井委員 

   自由記述欄を拝見すると、温度感の高い意見、助けを求めるような声などもあるような気もしま
す。アンケートですので個別にフィードバックはできないと思いますけれども、なにか対応やフィー
ドバックなどを出したりするのでしょうか？ 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
こどものアンケートですので、そのような回答があることは当然起こりうると当初から想定して

いました。調査票の中にも何かあったら対応するから電話をしてくださいと書いてはいますけれど
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も、それ以外に自由記述に書かれたものに対する対策としてはどのように考えているかについてご
発言いただこうと思います。 

 
事務局（子ども家庭支援課 富澤課長補佐） 

はい、ご質問ありがとうございます。 
今、森田会長がおっしゃっていただいたように、このアンケートの文末にこちらの連絡先等を記載

し、本当に個別に相談が必要な場合については連絡してくださいと明記しております。 
併せて、このアンケート結果を個別具体的に、個々の設問に対するフィードバックを行うことは難

しいと考えておりますが、各学校を介して、あるいは学校に対してこちらから直接出向き、こどもに
このアンケート結果をフィードバックしていくという方法を考えております。 

その具体的なやり方については、個別にこの後、校長先生と検討しながらやっていくことを、現在
考えている状況です。 

 
酒井委員 

   承知しました。ありがとうございます。 
 
森田会長 

 ありがとうございます。 
   他にいかがですか。 
   （野川委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
野川委員 

和光市社会福祉協議会の野川です。 
このアンケートはすごく生の声でとても勉強になるな、考えさせられるなと思いました。拝見して

いる中で、例えば問４「周りの大人があなたの気持ちや意見を聞いてくれますか」の設問に対して、
そこまで数値の違いで顕著な違いではないかもしれませんが、「聞いてくれる」と回答した人が 61.5%
で少しだけポイントが下がっています。これは本当に周りの大人が意見を聞いてくれているか、聞い
てくれない、の差だけなのか、それとも、もしかしたら高校生になってくると意見を聞いてもらうこ
とがどのようなことであるかについて理解度が深まるので、表面的には聞いてくれているようだけ
れども、本当は聞いてもらえている気がしないとの感触が出てくるだとか、このように成長などによ
ってこの設問の意味するところの受け止めが変わってくることも、もしかしたらあるのかもしれな
いと感じました。 

同じようなことが 9 ページからの「こどもの権利についてあなたが、和光市において、特に大切
にしてほしいと思うものをすべて教えてください。」（複数回答）においても、小学校低学年はすべて
の項目が 5 割以上のポイントが入っており、小学校高学年も同様です。中学生になると割とポイン
トが高いけれども、12 ページの高校生になると一番上の 6 割を超えるポイントの他は一気に半数を
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割ってきます。これにはどのような理由があるのかと思いました。 
もしかしたら高校生になると和光市に期待することのような書き方であることが、自分のことと

切り離して考えられるだとか、そのようなことがあるのかもしれないと思いました。 
   これは個人の感想なので、正しい分析かどうかも分かりませんが、この設問のポイント数がどう

であるという以上にいろいろなことをこの中から汲み取らなければならないと思ったという感想に
なります。 

 
森田会長 

   ありがとうございます。 
その点につきましては、こども・若者部会において、単純集計の段階ですけれども、意見交換など

をしております。実は当初の予定より一回追加でこども・若者部会を開催して、このことについて若
者の委員の方たちからご意見をもらおうと思っています。 

今、野川委員がおっしゃったように、この結果をどう読むか、この数字をどう読むかということ
を、当事者の方たちがどう語るかがとても大事なので、この部会がとても活きてきます。若者たちと
このようなデータをどう読み込んで、今度はどのように私たちが条例の条文にどう活かすかを考え
なければなりません。また計画の中で、どのようにいろいろな現場に返していくのか、このようなこ
とを総合的にこの審議会で考えたいと思っています。 

（田中幸乃委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
田中委員 

ちょうど先月になりますが、こども・若者部会でこのアンケート結果について、長い時間意見交換
を行いました。やはり印象的だったのが、私を含めて皆さんそれぞれの学生時代のことを振り返っ
て、どの学年も差別されない、自分らしく生きたいとの意見がありました。自分の経験を基に話をし
ていく中で意見として挙がったのが、小学校、中学校は団体グループで、お友達同士やグループで関
わることが多いので、その中でどうしてもいじめや、ちょっと自分が違う意見をしたら嫌われてしま
うのではないかとの意見が出て、それがこのアンケート結果にも表れているのではないかと思いま
す。 

また、SNS の普及でいろいろな情報が SNS を通して見られるからこそ、自分と比べてしまうこと
から、高校生ぐらいになると「自分のことが好き」と回答する人が減っているとも考えられます。 

「自分のことが好き」と回答した人たちが大人になるにつれてどんどん減っている傾向が見られ
ているのも、SNS の影響があるのかなと思いました。 

アンケート結果を見て、皆さんが今おっしゃってくださったように、改めてどのような思いで答え
たのかなどをもう一度聞けたらいいかなと思いました 

 
森田会長 

   ありがとうございます。 
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   中委員はいかがでしょうか。 
 
中委員 

今、田中委員がおっしゃってくださったとおりで、こども・若者部会では皆さん結構活発な意見
を、これはこのようなことを意味しているのではないか、などを皆さん自分の体験を基にいろいろ語
ってくださっていました。その結果時間が足りなくなってしまい、もう１回また集まろうということ
になりました。 

周りと比較する目を持てるようになってきたから、このような結果が出たのではないかとか、協力
してくださった高校の特徴から言って、こうなったのではないかとか、いろいろ自分が知っている情
報やいろいろなものと照らし合わせて皆さんが分析をしてくださっており、とても興味深いお話を
たくさん聞くことができました。また、本日木村委員からもどのような状況の中で小学生の方が答え
てくださったかをお聞きして、なるほどと思いました。 

ありがとうございます。 
 
森田会長 

   ありがとうございます。 
   （伊東委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
伊東委員 

   和光助産院の伊東です。 
自由意見のところを見ると、こどもたちのこの条例に関する期待感、これが自分たちの世界に出て

きたら、自分たちの世界が変わるのではないかと思っているように私は捉えられました。 
なので、ただ条例を制定するだけでなく、これができて本当に良かった、自分たちの意見が反映さ

れた、自分の人生が変わった、困った人が困ったって言えるようにならないと、「なんだ、作っただ
けじゃないか」と言われかねないと思います。とても期待しているように思いました。 

 
森田会長 

   ありがとうございます。 
こどもたちにとって発言する機会や、参加する機会があること、また特に大人たちが作るものだと

思っていた法律が自治体の中で作られるときに、当事者たちの話をしっかりと聞いてくれたと体験
をしてもらうということはとても大事なことだろうと思っています。 

こどもの権利条例を制定するという体験は 1 回しかありません。そして 1 回に遭遇できた喜びを
感じてほしいです。 

それをぜひこどもたちに学校を通して伝えていただきたいと思います。それからもちろん学校に
行けていないこどもたちもいますので、そのようなこどもたちにはどのように伝えるかとか、あるい
はそのこどもたちの声をどのようにこの条例の中に反映していくか、一方的に声を聴くだけではな
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くキャッチボールが大事です。その方法もこれから考えていかなければなりません。また、そのため
には分かりやすい表現や、分かりやすいシステムをどのように使ったらよいかなど考えなくてはな
りません。 

今も若者たちが、アンケートを取るにあたってどのようにすれば学校に行っていない、高校生世代
に取れるかなど、いろいろ考えてくれています。このようにこども・若者部会の人たちとも一緒に考
えていければと思います。 

他にいかがですか。 
   （汐見委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
汐見委員 

   汐見です。 
この貴重なアンケートを取れたことがすごく良かったと思っていますが、自由記述を見るとすご

く身に詰まされるというか、たくさんのこどもたちがこのように意見を出してくださったことはす
ごく良いのですが、これだけの思いを私たちはこどもにさせていたのかと気付かされます。 

こどもがすごく理不尽な思いをたくさんしており、それがここに文章で書かれていますが、その内
容を見ると本当に人間としての当たり前の権利なわけです。 

それを声に上げたことがすごいですし、これが本当にこどもの権利条例の中にきちんと位置付け
られるというのはとても大事だけれども、やはり条例ができた時に、本当にこどもたちの権利として
実効的になるために、家族だけではなくて、周りの大人たちの啓蒙もすごく必要です。こどもという
よりも、大人がこのこどもの権利をしっかり理解して、こどもにきちんと向き合っていくことが必要
です。 

 
森田会長 

   ありがとうございます。 
   （百武委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
百武委員 

   ワーカーズコープの百武です。 
学童で保護者会などをやる際に保護者の方に「こどもの権利を知っていますか」と聞くと、ほとん

どの方が「知りません」とおっしゃります。やはり先ほど汐見委員がおっしゃったように、大人の方
にまず知っていただくことも大事だと思いました。 

私たち職員も、この権利についての研修などもしていますが、こどもたちに何でも発言していいよ
と話をしても、やはり言えない子と言える子がいます。こども会議などいろいろなことをやってみて
いますが、なかなか意見が出てこないところもありますので、私たちの聞き方も考えなければならな
いと我々も学んでいる状況です。 
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森田会長 

ありがとうございました。 
条例を作ることは地域の中で本当に貴重な体験です。そのため、この機会を大事に捉えて、ぜひ学

校や地域や家庭など、世間のいろいろな形で越えて、そしていろいろな課題をこの中で解決するため
のプロセスをしっかりと見える化して、そしてこどもたちと一緒に、当事者と一緒にこれを作ってい
かれるような形で考えたいと思っております。これは本当にスタートですので、ここからこどもたち
にこれを返し、そして先ほどお話にありましたが、保護者の方々、先生方や、職員の人たちにどう返
していくかを、しっかり考えなければならないと思っていますし、また、まだ聞けてないこどもたち
にはどのように聞いていくかも、考えなければならないところですので、またご協力をお願いしたい
と思います。 

まずは大規模な調査を実施したことについて、まず速報という形で皆さんにお届けすることにな
りました。ありがとうございました。 

 
次の議題「⑵こどもの権利条例の骨子案たたき台について（審議）」に移らせていただきます。 
条例を作成する上で、和光市の子どもの権利条例の骨子を固めていかなければなりません。これも 

キャッチボールをする上で相手がいますので、簡単に書くことはできますが、そうではなくここも
また議論をしていかなければなりません。そのため今までの話の中からどのような骨子案を考えて
きているかを説明してもらいたいと思います。お願いします。 

 
事務局（子ども家庭支援課 渡邉統括主査） 

 子ども家庭支援課の渡邉です。それでは【資料 2】をご覧ください。 
こちらは和光市のこどもの権利条例の骨子案のたたき台となっています。今後、条例の審議をいた 

だくイメージとして、今回お示しするものでございます。 
こどもの権利条例がこどもの権利の主体として位置付ける条例であり、こどもの権利保障に関す

る本条例については、親しみを持ってもらえるよう、ですます調を用いることを現在想定していま
す。 

内容につきましては、前文がございまして、前文についてはアンケート調査で聴取する意見等を踏
まえ、こども・若者部会でご意見をいただきながら、子ども・子育て支援会議、こちらの会議で検討
をしてまいります。 

続いて、条例の趣旨、目的になっています。条例の趣旨、目的については、こどもの権利条約、こ
ども基本法の理念に則り、こどもの権利を保障し、こどもの健やかな成長を支えていくこと、このよ
うな内容を趣旨に加えるものと考えております。 

続いて 2 番目ですが、言葉の意味といたしまして、こちらにこども、保護者、市民、育ち学ぶ施設
と記載しておりますが、このような言葉の意味を記載させていただきます。 

続いて 3 番、条例の目標になります。条例の目標は、アンケート調査等で聴取する意見等を踏ま
えまして、こども・若者部会で、ご意見をいただきながら、こちらの会議にて検討を図ってまいりま
す。 
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続いて 4 番がこどもの権利になります。本条例では、こどもの権利条約の４原則を基本に据えま
す。この４原則をもとに、和光市として保障すべき具体的な権利を掲示しまして、条例に定めていき
ます。こちらについてもアンケート調査等で聴取する意見等を踏まえまして、こども・若者部会での
意見もいただきながら、こちらの本会議で検討を図ってまいります。 

続いて 5 番が役割になります。市、保護者、市民、育ち学ぶ施設等の役割、それぞれの役割を明確
にいたしまして、記載していきます。 
 6 番、基本となるこども政策になっています。こどもの権利を保障する基本となるこども政策を条

例に位置付けます。例としましては、こちらに並べているものとなっています。こちらについても皆
さんとご意見をいただきながら、こども計画等から基本となる政策を検討してまいります。 

7 番目がこどもの権利擁護になります。こどもが困った時に相談でき、権利侵害に対応できる体制
を整えることを検討してまいります。 

以上が骨子案のたたき台の概要になっております。今回のたたき台については、条例審議のための
イメージとなりますので、今後具体的に検討を行っていくものとなります。皆様からのご意見をいた
だきながら、より実効性のある条例となるように検討を進めてまいります。  

ここで委員の方から事前意見・質問についていただいておりますので、回答いたします。骨子案の
中に大人の役割が記されていることがとても大切だと思います。高校生相当の自由記述には、権利を
守られることに対する懐疑的な意見が複数あり、大人の覚悟を示す必要があると感じるためです。 
6 番では、教育委員会との連携が必要な政策が多いと思います。いじめ問題対策協議会などの仕組み
が、条例を受けて発展的に変化すると良いと思いますとご意見を頂いております。ありがとうござい
ます。 

アンケート調査の自由意見については、こども・若者部会の中で全て読み込みまして、具体的に条
例に盛り込むために審議するとともに、自由意見はこどもたちの思いとなるので、その意見を一つ一
つ大切にしていきたいと考えております。以上になります。 

 
森田会長 

 ありがとうございます。 
先ほど少しお話ししたように、もう１回こども・若者部会を開催することになりました。春休みで

すが快く皆さん参加してくれるということになっております。 
骨子案ですので、目的や対象、目的、そして中に書き込むことなど、内容は固まったわけではない

ので、これからこのようなものを入れ込みながら作っていくことになります。何か皆さんの中でこれ
は絶対入れてほしいなど思われることや、今共有しておきたいなどがありましたらどうぞご発言く
ださい。 

（木村委員が挙手） 
どうぞ。 

 
木村委員 

   本町小の木村です。 
私はアンケートの結果でこどもの最善の利益に関するこどもたちの記述が極端に少ないことがと
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ても気になっていまして、順番で見てもそこを選んだこどもたちが少ないと思います。ただ、こども
の権利の四つの原則の中には、こどもの最善の利益というのはもちろんありますし、和光市のこども
計画の中にもこどもの真ん中に考えていくことが既に掲げられているとても重要な項目だと思いま
す。 

こどものアンケートの中でそれが低かったことは、こどもが決して軽んじているわけではなく、そ
れがどういうことなのかを現状でこどもたちがわかっていないことが一番懸念されるところで、こ
どもたちがそのことに対してどのような考えを持つだろうかよく理解した後に、それに関してこど
もたちがどのようなことを望むのかがまだ聞けてない部分なのではないかと思っています。 

   ですので、アンケートの結果や意見ももちろん踏まえていきますが、この部分のこどもたちの意見
がまだ足りてないのではないかとすこし念頭に置いて、どこかでこどもたちがそこをよく理解した
後に何を言うかを少し大切にしていただきたいと考えています。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
こどもたちと一緒に考えていきますが、こどもたちと考えたことに対して、あるいは考えるにあた

って、それを適切に助言していく、あるいは材料を出して支えていく大人の声はすごく大事です。今
木村委員がおっしゃったように、こどもの最善の利益は大人がどう考えるか、そしてそれがどれだけ
こどもたちに体験としてそれが入り込んでいるかが大きな要素であると言われている項目です。こ
どもの最善の利益をこども以外の大人たちがどう考えるのか責任が問われています。ここは大人の
責任です。 

この最善の利益をどのように考えたら、大人たちのこのメッセージがしっかりとこどもたちに届
くか、あるいは保護者、学校職員の方々にどう届くかがものすごく大事なところだろうと思います。
これもまたキャッチボールなくてはいけないです。現場とのキャッチボールをして、現場のご意見を
もらいながら上手に活かしていくのか。これもとても大事だと思いますので、よろしくお願いしま
す。 

なお、【資料 3】につきましては、こども・若者部会で使用した参考資料になります。私が代表委
員をしておりますこどもの権利条約総合研究所に総合条例として承認しているものが 93 自治体あ
ります。 

まだ全自治体の数パーセントです。そしてそれ以外になかなか総合条例として位置付けられない、
まだ少し不足している、いろいろな要素が不足している条例も相当数あります。去年条例ができてい
る自治体を、すべてピックアップしまして、全部検討しましたが、やはり半数近くは総合条例とは言
えない段階の条例がありました。今お話をしているような、しっかりこどもたちと対話をしながら、
そして学校や地域や家庭や、あるいはその施設、このようなところでいろいろな人たちと対話を重ね
ながら、この和光市の中で条例にどこまで書き込む必要があるかも議論していきたいと思っていま
す。この間のこども・若者部会でも、そのような議論が行われました。いろいろな資料を若者たちに
も読んでいただいて、お勉強していただきながら議論しております。 
 他に意見などがある方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 
 

一同 
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（異議なし。） 
 

森田会長 

   それでは、次の議題「⑶令和 7 年度の第 1 回和光市子ども子育て支援会議施設認可部会に付され
た事項に対する審議結果について（報告）」についてお願いいたします。 

 
事務局（子ども家庭支援課 飯田課長） 

施設認可部会からの報告の前に、児童福祉法の改訂に伴い、子ども・子育て支援会議の体系に変更
がございましたので、ご説明申し上げます。資料番号が前後いたしますが、本日机上配付させていた
だいた【資料 9】をご確認いただけますでしょうか。 

児童福祉法の改正により、令和 7 年 10 月 1 日から保育所等の職員による、こどもへの虐待と思わ
れる行為があった場合は、市または県へ通報することが義務化され、市が虐待に関する事実確認や指
導等の措置を講じた場合は、児童福祉審議会に報告することが定められました。こどもの安全を最優
先に考え、虐待の早期発見と防止を図るための改正です。令和 7 年 8 月に策定された保育所や幼稚
園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインでは、日々の行為の延長に虐待
があると理解し、虐待の概念を軸に講ずるべき対応が再整理されています。 

市は、この法改正を受け、児童福祉審議会への報告及び通報に対する実効性の高い体制を整えるた
め、和光市子ども・子育て支援会議条例施行規則を改正いたしました。今回の規則改正箇所は【資料
9】太字の部分となっております。子ども・子育て支援会議は、児童福祉審議会の機能を有していま
す。今回規定された審議会への報告について、左端の基準検討児童福祉部会の所掌に付加をいたしま
した。名称を基準検討部会から基準検討・児童福祉部会へ変更するとともに、所掌に児童福祉法に基
づくこどもに対する支援の措置にかかる報告に関することを追加いたしました。 

下に矢印で示させていただきましたように、虐待等の事案は秘匿性が高いことから、市民団体や利
害関係者を除いたミニマムな体制で審議するべきであり、また、こどもの心身の状態や発達を専門的
に分析でき、かつ保育所等の状況を適切にご判断いただける基準検討児童福祉部会の学識経験者 3、
名で構成することとし、子ども・子育て支援会議条例施行規則第 5 条の合議体の体制を取ることと
いたしました。市は、必要な措置を講じた場合は、児童福祉法第 33 条の 15 第 1 項に基づき、基準
検討児童福祉部会の合議体に報告し、合議体は市の講じた対応方針等に意見を述べることとなりま
す。 

報告の流れにつきましては、右下のフローのとおりです。合議体へ報告後、合議体長から基準検討
児童福祉部会へ報告、さらに部会長から本会議へ報告する流れとなっています。 

虐待事案につきましては、本日の議題後でご報告させていただきますまた、規則改正箇所として右
から２番目の施設認可部会について、誰でも通園制度の開始に伴い文言の追加等を行いました。 

以上で法改正に伴う子ども・子育て支援会議の体制についての説明を終わります。 
 
保育施設課 吉村副主幹 

 続きまして、施設認可部会の審議結果につきましては、保育施設課吉村よりご報告をさせていただ
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きます。よろしくお願いいたします。 
お手元に配付いたしました【資料 4】をご覧ください。こちらは令和 8 年 2 月 4 日に開催いたし

ました施設認可部会で、全ての附属事項について承認をいただいておりますので、ご報告をいたしま
す。 

今回、施設認可部会でご審議いただきましたのは合計６点となります。内容といたしましては、私 
立保育所の認定こども園化が 1 施設、公設保育園の利用定員の変更が 3 施設、幼稚園型認定こども
園の利用定員の内訳変更が 1 施設、小規模保育事業所の利用定員の変更、こちらが 3 施設、小規模
保育事業所の廃止 2 施設分と私立保育所の新設 1 施設、それから、最後にこども誰でも通園制度の
開始としまして 2 施設分となっております。 
 以上となりますが、全ての申請におきましても、認可・確認の基準を満たしていることは、【資料

4-2】に細かく記載してございます。こちらについても事務局におきまして確認し、部会にて承認を
いただいております。 

施設の概要及び認可確認の基準の適合状況等の詳細につきましては、お手元の【資料 4-2】をご確
認いただければと思います。 

廃止となります小規模保育事業所、こちらに関する資料が本来作成してあったのですが、次年度の
入所者数が 1 名となってしまうことから、廃止とするとの内容の説明の資料となっておりまして、
今回公開させていただくことにより、事業者の不利益となりかねない資料でありますために、本会議
の資料としましては削除させていただいております。 

   現在入所されている 1 名の方につきましては、既に保護者のご意向に沿った形で系列園への転園
が決定しておりますので、ご安心いただければと思います。以上で報告を終了いたします。 

 
森田会長 

   ありがとうございます。 
   質問やご意見は最後にまとめてお伺いいたしますので、続いて議題「⑷保育提供体制の確保のた

めの実施計画について（審議）」についてお願いいたします。 
 
保育施設課 山本課長補佐 

保育提供体制の確保のための実施計画について、保育施設課山本からご説明させていただきます。
資料につきましては、【資料 5-1】【資料 5-2】、【資料 5-3】をご覧ください。また、【資料 6】につき
ましては、解説用の資料ですので、今日の説明は割愛させていただきます。では、説明させていただ
きます。 

まず、保育提供体制の確保のための実施計画とは、国の補助金、例えば待機児童対策ですとか、人
口減少対策のための補助金を市として受けまして、国から策定が求められている実施計画となりま
す。 

この実施計画につきましては、かつて子育て安心プランと呼ばれていたもので、これ自体はかなり
昔からあった取り組みですが、国から今後は地方版子ども・子育て支援会議、つまりこの場の承認を
受けた上で提出することが求められていることから、今回初めてこの会議で提出するものとなって
おります。 
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保育提供体制の確保のための実施計画は、市町村全域のものと保育提供区域別のものがあります。 
【資料 5-1】が全域のもので、【資料 5-2】が保育提供区域別のものとなります。保育提供区域につ

きましては、本市ではおおむね中学校区を保育提供区域としております。具体的には、北エリア、中
央エリア、南エリアの 3 つの区域としております。全域の方の様式と保育提供区域の様式はおおむ
ね同様の様式となっておりまして、保育提供区域の 3 区域の数字を合計したものが全域の実施計画
となっておりますので、以降は合算後の全域の実施計画について説明させていただきます。【資料 5-
1】をご覧ください。 

令和 7 年 4 月 1 日の就学前児童から待機児童数につきましては、すべて実績値となっております。
令和 9 年以降、令和 11 年までの推計につきましては、和光市こども計画策定時の将来推計に基づい
たものでして、和光市こども計画と一致させております。 

令和 8 年 4 月 1 日の数字につきましては、項目ごとに異なりますので、個別にご説明いたします。
就学前の児童数につきましては、将来の数値となりますので、令和 9 年以降は和光市こども計画の
数値としております。申込者数につきましては、令和 8 年 4 月 1 日の入所申込状況に基づいては暫
定値となっておりまして、和光市こども計画の数字ではない形になっております。 

続きまして、利用定員数につきましては、和光市こども計画では新規整備を予定しておりませんで
した。また、先ほど報告しましたが、施設認可部会で承認された利用定員の減少ですとか、小規模保
育事業所の閉所などもあった影響から、令和 8 年 4 月以降の提供体制は令和 7 年 4 月 1 日と比較し
て 62 名減少するとことになっております。 

令和 8 年 4 月 1 日の待機児童数につきましては、あの、4 月 1 日入所選考段階での現状値となっ
ておりますが、今後 2 次選考などを経て、最終的な待機児童数は、決まってきますので、あくまでも
現時点での参考値となります。令和 8 年 4 月 1 日現在、1、2 歳児を中心に 9 名の待機児童が生じる
形にはなっておりますが、利用定員数につきましては保育ニーズを満たす状況にありますので、新規
整備を行うのではなく、既存の事業者の利用調整などで進めていきます。 

続きまして、保育需要と提供体制における課題について【資料 5-3】をご覧ください。【資料 5-3
は市として国に要望する内容でして、先ほど説明した【資料 5-1】【資料 5-2】はそれに付随する計
画になっております。 

【資料 5-3】1 ページの下の方にあります採択種類について、本市におきましては、採択 1、待機
児童対策と採択 3、その他の地域課題に対する対応が必要と考えており、それに対する財政支援の対
策を求めるものとなっております。 

続きまして、次のページの②財政支援につきましては、具体的に対策や補助金の内容となります。
本市におきましては、保育士宿舎借り上げ支援事業、保育料支援事業、一時預かり事業に関する補助
金が該当しております。 

次のページの下の⑵-3 につきましては、本市が力を入れて取り組む課題を示しております。利用
者等の保護者と保育所等のマッチングや、保育人材の確保が挙げられております。  

⑵-4 から⑵-5 につきましては、本市で行う具体的な取組や市の財政支援を必要とする理由などを
記載しております。例えば、本市は東京都と隣接しておりまして、都内での保育士の流出対策が喫緊
の課題となっていること、市内保育所等の人材確保支援のために補助金を交付しておりますが、これ
に対して一部国の財政負担を求めるものとなります。 

 また、保育料支援事業につきましては、入所予約事業として実施しております。保護者の方が 1 
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年間育児休業を安心取得でき、かつ保育所は公定価格の給付を受けられない期間も人材確保し続け
ている間の人件費について補助を受けられるため、保育士の安定的な雇用が可能になります。この補
助金につきまして、一部国の財政負担を求めるものとなっております。 

詳細につきましては、資料をご一読ください。 
最後の 6 ページになりますが、先ほども申し上げました子ども・子育て会議への承認時期につい

てですが、提出の期限の関係上、県に対しては 2 月 9 日に既に提出しておりまして、今回は事後承
認をいただくということになります。 

しかし、今回の会議で受けた意見を反映する場合には、県に対し提出した資料を差し替え対応し
たいと考えておりますので、変更は可能である事をご了承いただければと思います。  

長い説明で申し訳ありませんでした。以上です。 
 
森田会長 

   ありがとうございます。 
   保育の需要と提供体制の確保ということで、皆様の承認を受ける必要があります。 

こどもの数が場所によってはすごく増えたり、すごく減ったりすることがあるので、施設が閉鎖さ
れたり、あるいは新しい事業がスタートしたりすると、いろいろな課題が出てくるということもあり
ます。そのようなことに対応していかなければいけないので、ここでご紹介いただき、それを共有し
て、進めていただこうと思いますので、何かお気づきの点とか、ご質問とかあれば、ここからお願い
したいと思います。 

（柳原委員と大川委員が挙手） 
それでは先に柳原委員お願いします。 
 

柳原委員 

   社会福祉法人ことの葉会ひなた保育園の柳原と申します。いつもお世話になっております。 
保育士確保が大変難しい課題との話がありましたが、職員の住宅買い上げについてご質問、ご意見

を聞かせてください。 
現在、さいたま市ですと月額 7 万 2000 円の補助金が 5 年間出ます。東京都ですと年数は無制限

で 8 万 2000 円の補助金が出ています。2 年間で 5 万 5000 円の宿舎借り上げの補助金が出ており
ます。私の法人は、現在 16 か所ありますが、法人の中で 2 年間の宿舎借り上げが終わると、他の方
に転職したいという方が結構いらっしゃいます。2 年間の宿舎借り上げしか使えないので、転職しま
すと言って東京に流出していく、無制限で借りられるからという意味合いです。 

そこで保育士の確保が大変難しいのが実体験として思っておるとのと、この後こども誰でも通園
制度も始まっていく中で、さらに保育士の確保をしていかなくてはいけないのではと思っておりま
すので、金額ですとか、年数について何か市でのお考えとかがあるようでしたら聞いてみたいと思っ
てのご質問です。よろしくお願いします。 

 
森田会長 
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   続きましては、大川委員どうぞ。 
 
大川委員 

私立幼稚園協会和光市部の大川です。 
先ほど資料にはないとのことでしたが、１つ小規模園が廃園になったとお話を伺いました。こちら

の園に入所するお子様が１名だったという時点で、市としての何かアクション、対応があったのでは
ないかと思ったのですが、そのあたり和光市としてどのようにお考えなのかをお伺いしたいです。お
願いします。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
1 つは保育士の確保ということについて、今現在と今後どのようにお考えなのかということ。もう

１つは、幼稚園や保育所、あるいはその様々な施設は、遭遇することになると思うのですが、こども
の集団としての育ちを考える時に、永続的なこどもたちの関係性みたいなことを踏まえて、こどもの
数が減ることを想定した時の、こどもの裁定についての対応や、あるいはこのようなことに対する検
討が行われているのか。この２つについていかがでしょうか。 

 
保育サポート課 徳倉課長 

保育サポート課の徳倉です。 

保育士の宿舎借り上げ事業についてお答えいたします。こちらの事業につきましては、当市といた
しましてはで 5 万 5000 円 2 年間というところで補助をしている現状がございます。和光市の立地
条件として都内と隣接しているため、本当に人材確保というのが各保育施設の皆様大変ご苦労され
ている状況ではあると思います。こちらといたしましても、保育士宿舎借り上げ事業自体は国の基準
に比べますと短いですけれども、今後も引き続き継続できるように考えております。 

また、その他の市の単独補助金として保育人材確保についての補助金もございますので、そちらも
引き続き継続して行っていきたいと考えております。 

保育士宿舎借り上げ支援事業については、国も年々年数を短くしているところで、今現在進んでい
まして、今後についても国の動向を注視してまいりたいと思っております。 

もう１つ、こどもが入らないとのことで、市内ですと特に中央エリアが、０歳、１歳の空きが目立
っている状況でございます。こちらも、施設と協議して０歳児枠を減らして１歳児枠を増やすとか、
定員がある程度入らないような状況ですと、定員の引き下げも行うような協議も行いまして、施設の
方が運営できるようにこちらも相談があればいつでもお話を伺っているような状況でございます。 

こどもが少ないという状況は当市にかかわらず、日本全体の問題だとは思いますが、少ないという
状況の中で施設とどのような方法で、保育をしていくのが良いのかについて、相談しながら今後も行
政の方、保育行政の方、続けてまいりたいと思っております 

（伊東委員が挙手） 
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森田会長 

   どうぞ。 
 
伊東委員 

 和光助産院の伊東です。疑問なのですが、保育士の宿舎の借り上げの期限である２年間を撤廃でき
ない理由、撤廃するためには何か方法があるのでしょうか。もう２年と決めているのは和光市なので
しょうか、その辺がとても疑問です。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
よろしいですか。説明のところで、国がどうかということと、和光市はどうなのかということ、今

どうかということと、今後どうなのかということを少し整理してお話いただけますでしょうか。 
 

保育サポート課 徳倉課長 

宿舎借り上げにつきまして、国が現在経過措置で補助期限というのがおそらく 5 年というところ
で定められていたと思います。 

和光市は 2 年というところで、これは宿舎借り上げを開始した当初から、市の方針としては 2 年
として行っているという経緯ございます。内訳として国が 1/2 補助になっておりまして、あと市が 
1/4、あと事業者の方が 1/4 という形の補助スキームになっております。そのため市で補助できる
財源として 2 年が限度で行っているというのが現在の状況となっております。 

（伊東委員が挙手） 

 
森田会長 

   はい。どうぞ。 
 
伊東委員 

こどもの数も減っており、せめて 5 年にするなど国の基準に合わせて変更することは検討されな
いのでしょうか。 

 
保育サポート課 徳倉課長 

今後、状況に合わせて、国も年数の方を短縮していく傾向にございまして、財源をかなり絞ってき
ているような状況です。市も国の動向を見ながら、また財政当局との財政の状況を鑑みまして、検討
していくべきことと考えております。 

 
森田会長 
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 大体様子は分かりましたが、このことについてここで議論を固めることはできないと思います。
今、私たちがやらなければならないことは、提供体制がスムーズに実施できるようにお願いしたいと
いうことです。そのためには、保育の質とそして供給体制が噛み合っていくようにお願いしたいとい
うことです。そのために調整していただいて、そして実施できるように、ご検討いただきたいです。
おそらくこの問題は単に委員のところの保育施設だけの問題ではないと思いますので、全体として
のご検討を願いたいとのことで、この議論を進めさせていただきます。申し訳ございません。 
よろしくお願いいたします。 

   それでは議題「⑷保育提供体制の確保のための実施計画について（審議）」はよろしいでしょうか。
他にご意見などはありませんか。 

 
一同 

（異議なし） 
 
森田会長 

それでは議題「⑸令和 7 年度第１回和光市子ども・子育て支援基準検討・児童福祉部会に報告さ
れた事項について（報告）」について、報告をお願いいたします。 

 
保育施設課 山本課長補佐 

   はい。それでは保育施設課山本からご説明いたします。【資料７】をご覧ください。 
2 月 4 日に令和 7 年度第 1 回和光市子ども・子育て支援基準検討・児童福祉部会の合議体が開催

されました。先ほどあの子ども家庭支援課の飯田からもご説明差し上げたとおり、とてもデリケート
な内容であることから、部会のうち 3 名の合議体で協議している趣旨があります。ですので、今回
お示ししている内容は、合議体にお示しした内容より、意図的に大きく絞られた内容となっていると
いうことを、ご了承いただければと思います。 

また質問に関しましても、公開の場であるため、回答できないという場合もあることについてご了
承のほどよろしくお願いいたします。お答えできることについてはお答えいたします。 

それでは、内容についてご報告させていただきます。【資料７】の 2 市内保育施設における虐待通
報の状況ということで、⑴通報件数 1 件、⑵うち虐待が該当 1 件でして、1 件の通報がありまして、
それにつきましては虐待に該当すると判断しております。 

次に 3 虐待の状況になります。⑴施設等の種別につきましては、小規模保育事業所になります。
⑵虐待の類型につきましては、ガイダンス上身体的虐待、性的虐待など４つありますが、今回につき
ましては、ネグレクトおよび心理的虐待になります。 

続きまして、⑶こどもの状況については、2 歳児の男の子 2 名、女の子 1 名になります。こどもの
状況としましては、深刻な外傷や萎縮している状況は監査をした時には見られませんでした。 

⑷虐待を行った職員の職種は、保育士となります。 
経過及び市が報じた時についてご説明いたします。令和 7 年 11 月 28 日に県に虐待通報がありま

した。小規模保育事業所につきましては、虐待通報の責任を持つ所管長が和光市になりますので、県
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から市に内容の通知がなされました。 
続きまして、12 月 1 日に通報者に市役所にお越しいただいて、詳しい状況の聞き取りを行ってい

ます。 
12 月 3 日に施設長および、本部の職員に同じく市役所に来ていただき、聞き取りを行いました。 
12 月 25 日に指導監査を、県にて実施しています。 
その後、議論を重ねた最終的な段階としまして、2 月 3 日に指導監査結果通知を発行し、施設長と

本部の方に来ていただき、対面で説明をして改善策についてお話をしています。 
そして、2 月 21 日を期日として改善報告書の提出を求めている状態です。現在改善報告待ちの状

況です。 
市が園に対して求めた改善が５になりますが、まず虐待行為について直ちに中止することを求め

ました。また、対策方針施策として以下の改善提案を行っています。まず１つ目は、職員の意識改革、
2 つ目は組織的な相談体制について、3 つ目が外部の目や視点を取り入れることになります。 

また、合議体の 3 名から、非常に貴重な意見をいただきました。全部読み上げるのは時間の都合
上難しいので一部読み上げますが、⑵こどもの人権を尊重すること、保育士の専門性、質の向上に向
けた取り組みが必要というご意見をいただいております。 また、⑷で園全体での自浄作用が起こる
ような学びが必要だというご意見もいただきました。⑺外部研修、市の研修について事案に即したも
のを行うことが必要とのご意見もありました。⑼では不適切な保育を防ぐため、保護者と一緒に施設
の理念や方針を共有して、保育内容や職員の関わりに関心を持てるよう保護者に働きかけることが
必要とのご意見もありました。 

これにつきましては、速やかに園にフィードバックいたしました。また、７合議体の意見を踏まえ
て、市の今後のフォローアップ方針を検討しています。 

まず、定期的な園訪問を通じまして、課題解決に向けて一緒に取り組むこと、虐待防止研修を実施
すること、和光市保育の質のガイドライン研修を継続して実施していくこと。また、集団指導といっ
た全保育園を集める場や、様々な場において保育所や幼稚園等における虐待の防止および発生時の
対応等に関するガイドラインについて継続的な周知を行っていくことなどについて実施していきた
いと考えております。 

その他としまして、市としましては児童福祉法や虐待対応ガイドラインがありますので、それに基
づきまして、あの資料 8 のとおり、埼玉県に報告していきます。そして埼玉県につきましては、県内
の情報を取りまとめて、毎年公表するということになります。説明としては以上です 

  
森田会長 

ありがとうございます。 
ご質問や感想を受けます。まず、こちらの部会に本会議から参加していただいている汐見委員にこ

のことについての発言を求めたいと思います。 
お願いいたします。 

 
汐見委員 

   この事例について、会議で話し合いましたが、根本的な問題はこの保育士さんが悪いから、人間的
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に問題だからではなく、その園の構造的な問題があります。人権のことも含めてですが、園の中で、
一人一人のこどもをどのように育てていくのか、その中で何が大事なのかを考える必要があります。
人権の研修を受けたから問題ないのではなく、具体的な目の前のこどもに向き合ったときに、本当に
そこに人権侵害がないか、そのようなことが園全体できちん管理なされるような、学習ができるよう
な、実践も検証できるような場がないと難しいです。発達を含めた保育士さん自身のこどもへの理
解、そこに起因することもすごく大きいと思います。そのような知識がないために、自分がやってい
ることが実は不適切で虐待に結びつく内容だと自覚がないということもあります。 

また、保育の今の保育指針が 2018 年から大きく変わっていますが、その指針に基づいた保育がさ
れてない。昔ながらの保育の体制の中で保育をしているがために、保育自体が不適切なこどもへの向
き合い方につながってしまっている可能性もあります。 

今回このような事例が発覚しましたが、もう一度保育自体を検証し直す必要があると大きく感じ
ました。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
今回 10 月 1 日に法改正が行われ、私どもとしては前回の会議で基準検討部会内の組織を作り、基

準検討・児童福祉部会と名称を変更して始めると言った矢先に起きた問題です。 
   守秘義務はある意味保育士にかけるのではなく、こどもにかけるわけです。つまり私たちが守秘

義務の中で議論して、そしてこのようなことが二度と起きないように、様々な指導や、支援をしてい
ただかなければなりません。 

その中の大きな要素が、保育の質に対する保育士たちの認知と、組織としての問題に対する真摯な
向き合い方が、ずれているのではないかということです。 

私も報告をすぐに受けましたが、絶対にあってはならないことです。安心してこどもが育つ場所と
して預けられている場で虐待が起きることは絶対に許せません。これを無くすために、何が必要なの
かを改めて行政としても担当部署としてもご回答いただかなければなりません。和光市がこどもの
権利条例をつくろうとしているときだけに、この問題を重く受け止めなければならないと私たちと
しても思っております。 

今回の法改正で、保育所等の虐待にきちんとメスが入るということを国自身が認めたわけです。今
回は小規模保育事業所でしたけれども、幼稚園や学童など、今まで保育所でしか認められてなかった
ものが、こどもたちがいるすべての場所が対象になっていきますので、そのような意味でとても重要
な法改正であると同時に、また私たちがこの問題に対して目を向けておかなければいけない話が大
きいと思っております。 

まずはここまで報告をしていただきましたが、最低限こどもたちのプライバシーの問題について
配慮いただきながら、ご質問や、感想、あるいは今後の課題など、皆さんから何かありましたらおっ
しゃってください。いかがでしょうか。 

（大川委員が挙手） 
どうぞ。 

 
大川委員 



26 

   東上地区私立幼稚園協会和光支部の大川です。 
 小規模保育事業で問題があったとのことで、同じ保育業界としてすごく重く受け止めております。 

今回の事案に関して、こどものプライバシーは守られながらも、どのような具体的な内容であった
のかなど、今後公の場ではないにしても、幼稚園の集まり等、児童施設の集まり等の中で、具体的内
容を周知するような予定はあるのでしょうか。また、先ほど汐見委員が、保育士の方は悪い人だった
わけではないとおっしゃっていましたが、こちらの小規模保育事業所は、廃園があったり、職員体制、
それから経営体系の体制だったりがしっかりとされていた上でなってしまったのか、逆にそのよう
な部分に問題があったのか、これらをもし回答が可能であったらお答えいただきたきたいです。お願
いいたします。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
他にあればどうぞ。 
（柳原委員が挙手） 
どうぞ。 
 

柳原委員 

   感想になりますが、保育の指針が変わってこども主体の保育になりました。私の法人でも、年に一
回、虐待のチェックリスト等を行って、この言葉は虐待になります、なりません、とテストのような
形を実施しています。 

しかしながら、例えば 60 代、70 代の職員の方々と 20 代の先生の方たちの感覚は全然違うので、
法人を運営している側としてはそこの擦り合わせが大変大事になるのと、指針が変わったことへの
読み込みを研修として法人の中でしっかりと落とし込むことが大変難しい。人によっては読み方の
方向性が変わるので、ガイドラインに基づいた理解をしていただく必要があります。国もいろいろと
出していますので、そのようなことをやることが大事だと思っての意見です。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
   他にありますか。 
   （中野委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
中野委員 

   にいくら保育園長中野です。 
 今お話聞いていて、職員同士の関係性について、自分の保育園にもいろいろ思うところがありまし
た。虐待などの事案であればもちろん直接話に挙げなくてはならないと思いますが、他の職員の対応
について、それを躊躇せずに話ができる関係性なのか。職員同士の関係性を悪くしてしまうかもしれ
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ないから言いにくいなど、そのようなことが実際自分の園でも全くないかと言われたら、ちょっとま
だあるなと考えました。ちょっとしたことが言える関係性がまず大事だと思います。 

伝え合うところで、最悪のケースまでに至る前で止めて、それを共有して防いでいくことはできる
のではないかと思っているところです。ちょっとしたことでも言い合えるような関係性は、自分自身
としても課題だと思っていますし、取り組んでいかないといけないと思っております。 

   
森田会長 

ありがとうございます。 
   それでは回答をお願いいたします 
 
 
保育施設課 山本課長補佐 

まず、本事案に関する公表につきまして、今回の本会議が公開会議となりますので、本日の【資料
7】、【資料 8】につきましては公開いたします。 

そして公表できる内容は【資料７】、【資料８】以上の詳細な内容について公表することは今後予定
しておりません。 

また、他の園への共有については、私たちが保育所に対する監査の総まとめを集団指導という場で
実施する際に、全園の園長などにお越しいただいて、毎年研修を実施しています。そこで今回このよ
うなことがありましたので、自分ごとに考えてもらえるように、気をつけてほしいことをお伝えした
つもりでありであります。 

続きまして、体制について、【資料７】2 ページ目の 5 市が園に求めた改善についてに書いてある
とおりになります。 

柳原委員からいただいたことにつきましては、私たちも同様に同じように悩んでいる状況であり
ます。以上です。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
今回初めてのケースなので、可能な限りこどもが特定されないことのないような形でこの報告は

お願いしたいと同時に、このようなことが絶対に起きないようにきちんと共有していただきたいで
す。 

こどもたちにとってはものすごい大きなトラウマですので、このことがずっと、恐らく大人になっ
ても続いていく大きな傷になっていきます。このようなことが二度と起きてはならないですし、この
地域の中であってはいけません。 

しかしながら、こどもたちの保育者をこれからどのように確保して、どのように保育を営んでいた
だくのかについては、きちんと対応していかなければなりませんし、そしてまたそこで行われる保育
が、今議論しているこどもの権利を具体化できるような、こどもにとって楽しい、こどもの成長が最
大限保障されていく保育でなければなりません。  
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このバランスをしっかりと考えていただいて、市の役割、専門家としての役割、そして各現場での
役割を総合していかなければなりません。 

この問題を過小にしないで、心がけていただき、二度とこのようなことが起きないように、お願い
したいです。 

   （汐見委員が挙手） 
   どうぞ。 
 
汐見委員 

汐見です。 
先ほどご意見があったように、ネグレクトと心理的虐待だけでは、具体的な内容について関係機関

にはわからないと思います。ですので、例えば保育園、幼稚園、こども園のその中だけでも当時の状
況など、こどもの状況は全部伏せたうえで、どのような内容の虐待だったのかについては知らせても
良いのではないかと私は個人的には思っています。 

それから、チェックリストに関しては実施している園多いと思いますが、ただ、虐待している、し
ていないのような、言い方はダメです。やはりそれはなぜ、そのような問題が議題として挙がってい
るかが大事なで、そのなぜのところをみんなで共有していただかないといけません。ハウツー的に、
大丈夫、大丈夫としてしまうと、実践の場では身につきませんので、ぜひ、なぜそうなのかを考えな
がら、職場の中で共有していただければと思います。 

 
森田会長 

ありがとうございます。 
他にありますか。 
（事務局 子ども家庭支援課 飯田課長が挙手） 

   どうぞ。 
  
事務局（子ども家庭支援課 飯田課長） 

ご意見ご質問ありがとうございます。補足させていただきます。 
最近実施いたしました集団指導の中で、本事例について市から保育所等に対しましては、報告をさ

せていただいて、具体的な内容の説明については集団指導の中で行っております。 
ただ、幼稚園等については行えていない部分がございますので、出せる範囲で共有できる場を設け

させていただく機会がありましたら、共有をさせていただきたいことと、先ほど申し上げました保育
所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインに具体例として挙がっ
ているものがございますので、その具体例に近しいものとして、本事例を混ぜ込みながら、お話する
ことが可能かと思いますので、そのような方法でもご提示をさせていただきたいと考えております。 

また、給付支払いを行う際に、あの基準の人員配置のあたりについて確認をさせていただいており
ます。経営体制について問題がなかったのかとご質問もございましたが、そちらに関しましては指導
監査で財務の部分を調査しておりますので、併せて確認をさせていただいているところです。 
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以上です。 
 
森田会長 

   ありがとうございました。 
   今回このような事件が起きてしまいましたが、もうこのようなことが起きないように、そしてよ

りよい良い保育が行われるために、皆さんの力を合わせていただきたいと思います。 
そして、今日が第 3 期の和光市子ども子育て支援会議の最後の会議となります。そして任期が 3 月 
末までになります。 

皆様のご意見ご感想を一言ずついただいて終わりにしたいと思いますのでお願いをしたいと思い 
ます。 

 
田中委員 

 こども・若者代表の田中です。 
この本会議とこども・若者部会を通して、さまざまな意見と幅広い知識が私も得られたので、すご

く良い機会になりました。 
ありがとうございました。 
 

伊東委員 

和光助産院の伊東です。 
大変貴重な会議に参加させていただきまして、すごく良い経験させていただきました。今後も自分

の活動に活かせたらいいなと思っております。 
ありがとうございました。 
 

大川委員 

新倉幼稚園の大川です。 
私の仕事は幼児が専門なので、こどもといっても幅広い年代のこどものことについて考える機会

をいただきまして、自分たちが今園で預かっているこどもが将来和光で生きていく上でたくさんた
くさんいろいろな経験してもらいたいですし、良い環境で育ってもらいたいと思っていますので、こ
れからも尽力できたらと思っております。 

本年度はありがとうございました。また来年度もよろしくお願いします。 
 

中野委員 

にいくら保育園の中野です。 
私は第 2 回会議から参加させていただいております。まだわからないところも多いですが、普段

自分の保育園の枠組みの中で、狭い中でしか考えられないようなところもありますが、改めて和光市
のこども計画や、小学校、中学校ですとか、人権ですとか、そのような視点から考えるきっかけを与
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えていただいて、また保育園の中でもできることがいろいろあるなと、学びがありました。 
今後もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 
百武委員 

ワーカーズコープの百武です。 
今回最後になります。ありがとうございます。 
私は和光市の市民でないので、違うところから来て 7 年経ちますが、和光市のことわからないま

まこの会議に入らせていただいて、いろいろことを勉強させていただきました。 
ありがとうございました 

 
柳原委員 

柳原です。 
今回はいろいろお世話になりました。  
私も他市のいろいろ行政の方と絡みがあることがありますが、和光市の皆様方がこどもや市民の

方々にすごく熱心なことを感じられて、私もいろいろと熱い気持ちを取り戻せまして、本当にありが
とうございました。 

 
木村委員 

本町小学校の木村です。 
小中学校の代表として来ていますが、義務教育の段階の学校は、こどもの権利を守っていく居場所

であり、こどもに権利について学んでもらう教育の場であり、保護者に対して啓蒙していく場でもあ
り、地域とつないで、地域ぐるみでこどもを育てていくセンターの機能もある、とても重要な位置づ
けであることを今回再認識しました。 

これから良いものになっていくよう、義務教育が学校の現場としてできることを考えていきたい
ですし、協力していきたいと思います。ありがとうございました。 

 
野川委員 

和光市社会福祉協議会の野川です。 
和光市がこどもの権利条例を作る道筋に向けて、こどもの権利が文化になっていく、地域の住民が

その文化を作っていくことができるように、社協としてはまだまだ役割がたくさんあると思ってお
りますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 
中委員 

中です。 
今回のアンケートが私はとても印象に残っており、 本当にこどものいろいろ思いが、言葉がたく

さん来ていたので、それをどのように実現していくかを日々考えているところです。 
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こちらに出させていただいたときは、皆さんから本当に勉強になるご意見、あるいは情報をいただ
きますので、こども・若者の方と一緒にこれからも頑張っていきたいと思っております。どうもあり
がとうございました 

 
汐見委員 

汐見です。 
皆さんありがとうございました。 
この委員会を始めるときに、いつも森田会長が大変詳しく、背景から今回話すべき内容についての

解説を丁寧にしてくださったので、それぞれの立場からご意見を言いやすくしてくださったと私は
ずっと感じています。 

和光市こども計画を作るときから、こども目線でこどもの意見を吸い上げて、こども計画ができた
こともすごく良かったと思いますし、そこからまたつながって、こどもの権利条例をつくることを目
指すことは、またさらに、この和光市の中のこどもたち、そして大人の一人一人の生きやすさ、暮ら
しやすさにつながっていくと思います。本当に皆さんありがとうございました。 

 
酒井委員 

酒井です。 
貴重な会議に参加させていただきましてありがとうございました。 
市の方がこどもの事を考えて動いてくださっていることが垣間見えまして、理解も深まりました。

私とこどもも、今後和光市でずっと暮らしていくことになるので、より良い市になっていくと良いな
と思いました。皆様ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

 
森田会長 

ありがとうございました。皆様ご苦労様でした。 
あの第三期は本当に激動で計画を作り、今度条例を作るためのさまざまなお話を聞いて、組織も変

えて、そして具体的な活動も、今増えております。自治体が主体的に動くということは人々の暮らし
の中で一番大事なことだと思っています。基礎自治体が動かなければ、暮らしは変わっていきませ
ん。基礎自治体の責任というものはとても大きいですし、主体的に動いてもらうためには、市民が動
かなければなりません。 

その市民の中にきちんとこどもたちや若者たちを位置づけていくことが、私たちこの会議体の非
常に重要な役割です。もちろん、大人たちの子育てのしやすさも、これまで整えてきましたし、若者
たちの暮らしやすさにも視点を当ててきました。 

だけれども、やはりこどもたちの声をどのように私たちが取り込みながら、一緒に新しい仕組みを
作っていけるか、ここに次は挑戦しなければなりません。しかしながら、その時に今回のように虐待
等が起きてしまうと、一方でそちらに費やさなければならないエネルギーも大きいわけです。そのよ
うな日々の今、和光市こども計画のところで大事にしたい今ですが、今を捨てて未来はあり得ないわ
けです。やはりこどもたちにとってみれば、刻々と過ぎ去っていく「今」が全てですので、この全て
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を担っている大人たちの責任はものすごく大きいと私は思っています。 
 
大量の施策がありますので、本当に行政の担当者、あるいは具体的な実践をされている現場の方々

は、とても大変ですし、親御さんたちももっと大変です。 
しかし、世の中すべて歴史はそれを繰り返してきたわけですので、私たちが今、大人たちの責任と

して、どのような社会を構築していくのか、ここはとっても大事な節目ですし、和光市にとっては最
大の一年になると思いますので、また皆さんお気づきの点がありましたら、そしてまた次の期に委員
になられる方につきましては、どうぞよろしくお願いしたいと思いますし、これまで参加いただいた
方には心からの感謝を申し上げて、この会を終わりにさせていただきたいと思います。 

本当にいろいろお願いしまして申し訳ございませんでした。 
ありがとうございました。 

 
一同 

   ありがとうございました。 
 
 
 
 

以上 
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